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午前１０時００分 開会 

○議長（笠井安之君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから令和８年第１回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 お手元に配付しております資料をご覧ください。 

 まず初めに、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 昨年の１２月２３日に中央広域環境施設組合議会臨時会、１２月２５日に徳島中央広域

連合議会定例会が開催され、関係議員とともに出席いたしました。 

 その他といたしまして、昨年１２月１１日に阿讃アスコン火入れ式、１３日に上板町町

制施行７０周年記念式典、１５日に阿波吉野川地区保護司会顕彰祝賀会、１７日に阿波市

総合教育会議、２０日に三好市制２０周年記念式典、２１日に阿波市市制２０周年記念第

７回阿波市バレーボール連盟あわ大会（チャリティー大会）、１月２日に阿波市二十歳の

つどい、７日に徳島中央広域連合消防出初式、１１日に阿波市消防団出初式、１４日に吉

野川商工会議所、商工会及び青年会議所合同開催の吉野川中流域新春互礼会、２３日に阿

波市商工会新年祝賀会、２４日に阿波市土地改良区連絡協議会新年互礼会、２５日に阿波

市市制２０周年記念事業「出張！なんでも鑑定団ｉｎ阿波」公開収録が開催され、関係議

員とともに出席いたしました。 

 徳島駅伝関係といたしましては、１２月１８日に阿波市選手団結団式、１月５日には阿

波市選手団解団式に出席いたしました。 

 次に、監査委員から、令和７年１１月及び１２月分の例月現金出納検査及び監査結果報

告書が議長宛てに提出されています。 

 以上の件の詳細については、関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり、議案等の提出通知がありましたので、ご報告し

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 
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～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（笠井安之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１０番藤本功男君、１２番中野厚

志君の両名を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（笠井安之君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、１月２６日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 木村松雄議会運営委員長。 

○議会運営委員長（木村松雄君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上げます。 

 令和８年第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、１月２６日午前１０時から委員会

室において、正副議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、理事ほか担当

職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日２月２日から

２月２５日までの２４日間に決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付をしてあります日割り表のとおり、本日は諸般の報告、

行政報告、提出議案の説明を予定いたしております。 

 ２月１３日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定して

おり、２月１６日午前１０時に開会し一般質問、２月１７日午前１０時に開会し一般質

問、その後、議案に対しての質疑、各委員会へ付託を予定いたしております。 

 次に、２月１８日午前１０時から総務常任委員会、２月１９日午前１０時から文教厚生

常任委員会、２月２０日午前１０時から産業建設常任委員会を予定いたしております。 

 次に、２月２５日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定いたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締切りは、明日２月３日の正午となっており

ます。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いいた

しまして、報告といたします。 
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○議長（笠井安之君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から２月２５日までの２４日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（笠井安之君） ご異議なしと認めます。よって、会期を本日から２月２５日まで

の２４日間と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（笠井安之君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、令和８年第１回阿波市議会定例会を招集しましたところ、笠井安之議長、北上

副議長をはじめ議員各位におかれましては、ご出席をいただき誠にありがとうございま

す。また、日頃は市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力をいただいております

ことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、開会に当たりまして、市政の重要課題等についてご報告を申し上げます。 

 初めに、新ごみ処理施設整備事業につきましては、昨年１２月２３日、事業主体である

中央広域環境施設組合において組合議会臨時会を開催し、新ごみ処理施設整備事業に係る

補正予算を可決いたしました。 

 このことから、中央広域環境施設組合は、１月１８日から１月２９日にかけて新ごみ処

理施設周辺の７自治会を対象とした説明会を開催し、６８名の方にご参加をいただきまし

た。説明会では、本市、上板町の１市１町での整備となった経緯や敷地造成工事などにつ

いて説明を行い、本日２月２日、新ごみ処理施設敷地造成工事の入札公告を開始いたしま

した。 

 これからも丁寧な説明を実施するとともに、上板町と協議を重ね、新ごみ処理施設の整

備を着実に進めてまいります。 

 次に、令和８年度当初予算についてでございます。 

 令和８年度当初予算（案）につきましては、物価高騰の影響を受ける市民の皆様や事業

者の方を対象としまして、１人当たり１万円を配付する生活応援券事業や、水道料金支援

事業などの物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業に加え、南海トラフ地震等大規
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模災害に備えた阿波市場スマートインターチェンジの整備や、消防団車両整備事業、学校

行事等での熱中症対策と避難所の環境改善強化を目的とした阿波市内中学校屋内運動場空

調機器設置事業、また子育てするなら阿波市の実現に向けて小中学校給食費無償化事業、

通学用かばん配付事業などの子育て支援の充実や、みどりの食料システム戦略を踏まえた

本市の基幹産業である農業の振興に取り組むこととした結果、予算規模につきましては２

０８億２，０００万円となり、前年度と比較すると額にして８億６，９００万円、率にし

て４．４％の増加となっております。 

 次に、順次行政報告を申し上げます。 

 初めに、先月２日、アエルワにおきまして、二十歳を迎える２４５人の出席のもと、令

和８年阿波市二十歳のつどいを厳粛に挙行いたしました。 

 二十歳という人生の大きな節目を様々な立場で迎えられたわけでございますが、ふるさ

と阿波市に深い郷土愛を持っていただき、自らの目標に向かって邁進されますことをご期

待申し上げます。 

 次に、先月４日、５日の両日、新春恒例の徳島駅伝が開催され、参加１６チームが初日

南方コース、２日目北方コースにおいて健脚を競いました。 

 阿波市選手団は、昨年度に引き続き入賞圏内を目指し、チーム一丸となって２日間の大

会に臨みましたが、１０位という結果でゴールを迎えました。選手の皆さんは、既に次回

大会に向けた練習を再開しており、再び入賞を目指し、さらなる飛躍とご活躍にご期待を

申し上げます。 

 次に、先月１１日、アエルワにおきまして、阿波市消防団出初式を挙行いたしました。 

 昨年、１２月８日には青森県東方沖を震源とするマグニチュード７．５の地震が発生

し、青森県を中心に多数の被害が確認されました。また、新年１月６日には島根県東部を

震源とするマグニチュード６．４の地震も発生するなど、全国各地において規模の大きい

地震が頻発している状況を鑑み、ますます大規模地震の発生を危惧しているところでござ

います。 

 さらには近年、大雨特別警報が発表されるほどの豪雨災害が全国で発生するほか、数日

間にわたり延焼するほどの大規模火災が頻発するなど、あらゆる自然災害が多発化、激甚

化していることから、地域防災力の要である消防団の担う役割は年々重要度を増しており

ます。 

 こうした状況の中、当日は笠井安之議長、北上副議長をはじめ、大勢の市議会議員の皆
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様のご臨席を賜り、安岡団長を筆頭に消防団員３４０名の一糸乱れぬ行動を拝見し、改め

て市民の生命、身体と財産を守り抜く決意を新たにしたところでございます。 

 次に、本市と包括連携協定を締結しております、株式会社ファミリーマート様により、

昨年９月に本市産の野菜などを使用した２商品が四国内の約５００店舗で販売され、多く

の方にご購入をいただき、阿波市の認知度の向上を図ることができました。 

 その第２弾として本市の畜産物を使用したおにぎりが１月６日より販売されており、本

市農畜産物のさらなる認知度向上と地場産品の販路拡大や地産地消の推進に大きくつなが

るものと期待しているところでございます。 

 次に、阿波市市制２０周年記念事業の一環として、先月１８日、本市と相互協力に関す

る協定を締結しております徳島インディゴソックス様の新人合同トレーニングや農業体験

活動、また小・中学生を対象とした野球教室をあわ十川ゴム球場などで開催いたしまし

た。 

 球団との達携により、健全な青少年の育成や農業振興、また本市のイメージアップにつ

ながる効果的な施策を展開してまいります。 

 また、先月２５日にはアエルワにおきまして、「出張！なんでも鑑定団ｉｎ阿波」の公

開収録が阿波市で初めて開催されました。 

 当日は、市内外から満席となる６００人を超える多くの方々にご来場をいただきまし

た。当日の様子は市の紹介映像とともに、後日全国ネットで放送されます。 

 最後に、先月１９日、まちづくり団体のｔｅｒｒａ小屋の会員の皆さんと第９回の阿波

市まちづくりミーティングを開催し、ご意見をいただきました。 

 ミーティングでは、阿波図書館や子育て支援センターあおぞらと協働で開催したあわむ

すびまつりなどの活動紹介と同会の活動における課題や今後の展望について意見交換を行

いました。 

 第１０回のまちづくりミーティングにつきましても、明日の午後６時から大影地区にお

きまして奥阿波わっしょいの会の会員の方と会合を持つ予定にしております。 

 今後におきましても、こうしたまちづくり団体のミーティングを継続的に実施し、頂い

たご意見を参考に市政に反映しながら市民が主役のまちづくりの実現に向け、全力で取り

組んでまいります。 

 以上、ご報告を申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第 ４ 議案第 １号 令和７年度阿波市一般会計補正予算（第１０号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第 ２号 令和７年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

               １号）について 

  日程第 ６ 議案第 ３号 令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

               について 

  日程第 ７ 議案第 ４号 令和８年度阿波市一般会計予算について 

  日程第 ８ 議案第 ５号 令和８年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 ９ 議案第 ６号 令和８年度阿波市国民健康保険特別会計予算について 

  日程第１０ 議案第 ７号 令和８年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算について 

  日程第１１ 議案第 ８号 令和８年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

               について 

  日程第１２ 議案第 ９号 令和８年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第１３ 議案第１０号 令和８年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第１４ 議案第１１号 令和８年度阿波市農業集落排水事業会計予算について 

  日程第１５ 議案第１２号 阿波市職員旅費支給条例等の一部を改正する条例の制定 

               について 

  日程第１６ 議案第１３号 阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第１７ 議案第１４号 阿波市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定 

               める条例の制定について 

  日程第１８ 議案第１５号 阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

               ついて 

  日程第１９ 議案第１６号 阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第２０ 議案第１７号 阿波早田老人憩の家の指定管理者の指定について 

  日程第２１ 議案第１８号 吉野旭集会所の指定管理者の指定について 

  日程第２２ 議案第１９号 吉野庄境集会所の指定管理者の指定について 

  日程第２３ 議案第２０号 岩野飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第２４ 議案第２１号 川原芝飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第２５ 議案第２２号 平間飲料水供給施設の指定管理者の指定について 
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  日程第２６ 議案第２３号 大久保飲料水供給施設の指定管理者の指定について 

  日程第２７ 議案第２４号 市場伊月大型共同作業場の指定管理者の指定について 

  日程第２８ 議案第２５号 市場錦鯉流通市場の指定管理者の指定について 

  日程第２９ 議案第２６号 市場大影農業構造改善センターの指定管理者の指定につ 

               いて 

  日程第３０ 議案第２７号 市場開ノ口農業構造改善センターの指定管理者の指定に 

               ついて 

  日程第３１ 議案第２８号 市場切幡農業構造改善センターの指定管理者の指定につ 

               いて 

  日程第３２ 議案第２９号 市場山野上農業構造改善センターの指定管理者の指定に 

               ついて 

  日程第３３ 議案第３０号 阿波一徳構造改善センターの指定管理者の指定について 

  日程第３４ 議案第３１号 阿波北部集落センターの指定管理者の指定について 

  日程第３５ 議案第３２号 吉野中央農業担い手センターの指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第３６ 議案第３３号 土成宮川内構造改善センターの指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第３７ 議案第３４号 市場地区集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３８ 議案第３５号 市場流地区集会所の指定管理者の指定について 

  日程第３９ 議案第３６号 市場香美住民集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４０ 議案第３７号 市場伊月集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４１ 議案第３８号 市場北渕集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４２ 議案第３９号 市場西尾開集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４３ 議案第４０号 市場中央第１集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４４ 議案第４１号 市場西ノ岡集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４５ 議案第４２号 市場田渕集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４６ 議案第４３号 市場善入寺南集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４７ 議案第４４号 市場北原集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４８ 議案第４５号 市場遠光集会所の指定管理者の指定について 

  日程第４９ 議案第４６号 市場興崎町筋集会所の指定管理者の指定について 
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  日程第５０ 議案第４７号 市場中南大北集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５１ 議案第４８号 市場定松集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５２ 議案第４９号 市場奥日開谷集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５３ 議案第５０号 市場三共集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５４ 議案第５１号 市場新女寺集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５５ 議案第５２号 土成出口多目的研修集会施設の指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第５６ 議案第５３号 土成旭多目的研修集会施設の指定管理者の指定について 

  日程第５７ 議案第５４号 土成同志多目的研修集会施設の指定管理者の指定につい 

               て 

  日程第５８ 議案第５５号 土成緑集会所の指定管理者の指定について 

  日程第５９ 議案第５６号 土成桜多目的研修集会施設の指定管理者の指定について 

  日程第６０ 議案第５７号 土成藤原多目的研修施設の指定管理者の指定について 

  日程第６１ 議案第５８号 土成郡農村集落多目的共同利用施設の指定管理者の指定 

               について 

  日程第６２ 議案第５９号 土成下藤原農事集会所の指定管理者の指定について 

  日程第６３ 議案第６０号 阿波市過疎地域持続的発展計画の策定について 

  日程第６４ 議案第６１号 土地の売払いについて 

  日程第６５ 議案第６２号 阿波市道路線の認定について 

  日程第６６ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度阿波 

               市一般会計補正予算（第９号）について） 

  日程第６７ 報告第 １号 債権の放棄について 

○議長（笠井安之君） 日程第４、議案第１号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第１

０号）についてから日程第６７、報告第１号債権の放棄についてまでの６４件を一括して

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町田市長。 

○市長（町田寿人君） 本日提案させていただいております令和８年第１回阿波市議会定

例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 今定例会におきましては、予算案件１１件、条例案件５件、その他案件４６件、承認案
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件１件、報告案件１件の計６４件について審議をお願いするものでございます。 

 最初に、議案第１号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第１０号）につきましては、

追加補正予算額１０億３，３６０万円でございます。 

 次に、議案第２号令和７年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、追加補正予算額２，６０２万２，０００円でございます。 

 次に、議案第３号令和７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）につきまして

は、追加補正予算額７，６７０万円でございます。 

 次に、議案第４号令和８年度阿波市一般会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額

を２０８億２，０００万円とするものでございます。 

 令和８年度の当初予算につきましては、子育てするなら阿波市の実現に向けた子育て支

援体制の充実や、本市の基幹産業である農業の振興、南海トラフ地震等大規模災害に備え

た総合的な防災・減災対策に取り組むこととした結果、予算規模につきましては、歳入歳

出総額が２０８億２，０００万円となり、前年度と比較して、額にして８億６，９００万

円、率にして４．４％の増加となっております。 

 それでは、第３次阿波市総合計画に定めたまちづくりの柱に基づき、主要な施策につき

まして、生活環境分野、生活基盤分野、健康・福祉・子育て分野、教育・文化分野、産業

分野、共生・協働・行財政分野の６つの分野に沿って、順次説明をさせていただきます。 

 初めに、生活環境分野では、防災・減災対策として消防団車両を計画的に更新するほ

か、令和８年度より県内初となる住宅用消火器購入補助事業を開始し、初期消火力を高め

ることで火災による被害軽減を図ってまいります。 

 また、避難所における生活環境や衛生環境の向上を図るため、簡易ベッドの整備や、新

たにオストメイト専用災害トイレを整備するなど大規模災害に備えるとともに、地域防災

力強化のための自主防災活動の活性化にもしっかりと取り組んでまいります。 

 さらに、市内全域におけるごみ減量化の取組を官民連携して行うため、ごみ減量化に自

発的に取り組む団体を支援し、ごみ減量化の意識の高揚を図るとともに、コンポスト無料

配布事業や、電気式生ごみ処理機購入補助事業を拡充し、ごみ減量化に向けた取組を進め

てまいります。 

 次に、生活基盤分野では、地方創生の起爆剤である阿波市場スマートインターチェンジ

整備事業が早期の供用開始に向けて着実に進むとともに、隣接地では、気軽にお立ち寄り

いただける憩いの空間として道路休憩施設の整備を進めてまいります。 
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 また、土柱休養村センター跡地利活用事業については、市民の憩いや癒やしを創出する

空間として官民連携による再整備を行ってまいります。 

 続いて、健康・福祉・子育て分野では、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和

７年４月から実施している中学校給食費無償化事業に加えて、令和８年４月から小学校給

食費無償化事業として国の基準額を超える部分についても本市独自の支援を行い、完全無

償化を図ってまいります。 

 さらに、児童の通学時の身体的負担の軽減を図るため、通学用かばん配付事業などに取

り組んでまいります。 

 また、出産・子育て応援事業、阿波っ子応援券支給事業などの様々な支援措置に加え、

認定こども園等の保育料の完全無償化など子どもを産み育てやすい環境の充実を図ってま

いります。 

 続いて、教育・文化分野では、学校行事等での熱中症対策と避難所の環境改善強化を目

的とした阿波市内中学校屋内運動場空調機器設置事業、脱炭素社会に向けた環境負荷削減

の取組である阿波市内小中学校校舎等の照明整備事業、令和２年度に整備したネットワー

ク機器を更新する小中学校通信ネットワーク整備事業を実施するなど個別最適な学びと協

働的な学びの一体的な充実を図ってまいります。 

 続いて、産業分野では、国のみどりの食料システム戦略を踏まえ、有機栽培の定着と人

材育成の取組に対して支援を行うとともに、生産から消費まで一貫したモデル地区づくり

の醸成を図ります。 

 次に、企業誘致につきましては、検討段階から操業開始までを総合的に支援するオーダ

ーメード型の企業誘致を展開しており、引き続ききめ細やかな対応と支援を積極的に行っ

てまいります。 

 続いて、共生・協働・行財政分野でございますが、自主財源の確保に向けて納税コール

センター設置による徴収体制の強化、ふるさと納税の取組強化を図るほか、既存の公共施

設のマネジメントについてもしっかりと取り組んでまいります。 

 加えて、市民が主役のまちづくり実現に向け、私が直接市民の皆さんのお声をお聞き

し、市政運営や市民参画のまちづくりに生かしていくため、阿波市まちづくりミーティン

グを引き続き積極的に開催してまいります。 

 最後に、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業でございます。物価高騰の影響

を受ける市民の皆様や事業者の方を対象としまして経済的負担の軽減と地域経済の活性化
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を図るため、１人当たり１万円を配付する生活応援券事業や、水道料金支援事業などを実

施し、エネルギー、食料品価格等の物価高騰に対する支援を行ってまいります。 

 次に、議案第５号令和８年度阿波市御所財産区特別会計予算につきましては、歳入歳出

予算の総額を１，７５３万７，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第６号令和８年度阿波市国民健康保険特別会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を４２億６，５９０万円とするものでございます。 

 次に、議案第７号令和８年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額を７億２，１３０万円とするものでございます。 

 次に、議案第８号令和８年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額を１７１万４，０００円とするものでございます。 

 次に、議案第９号令和８年度阿波市介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出予

算の総額を４６億８，７００万円とするものでございます。 

 次に、議案第１０号令和８年度阿波市水道事業会計予算につきましては、収益的収入を

６億８，４１３万６，０００円、収益的支出を６億８，２８１万１，０００円とし、資本

的収入を１億６，４５８万１，０００円、資本的支出を３億２，３４１万６，０００円と

するものでございます。 

 次に、議案第１１号令和８年度阿波市農業集落排水事業会計予算につきましては、収益

的収入を１億１，１８１万６，０００円、収益的支出を１億１，０８１万６，０００円と

し、資本的収入を５，６００万円、資本的支出を８，７１４万２，０００円とするもので

ございます。 

 次に、議案第１２号阿波市職員旅費支給条例等の一部を改正する条例の制定についてか

ら議案第１４号阿波市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

つきましては、国の法令等の改正に伴い、条例の制定及び一部改正を行うものでございま

す。 

 次に、議案第１５号阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして

は、阿波市公営住宅等長寿命化計画に基づき条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第１６号阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例の一部

改正につきましては、小学生の学校給食費の無償化の実施に伴い、条例の一部改正を行う

ものでございます。 

 次に、議案第１７号阿波早田老人憩の家の指定管理者の指定についてから議案第５９号
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土成下藤原農事集会所の指定管理者の指定についてまでの４３件の議案につきましては、

指定管理期間が令和８年３月３１日をもって終了することから、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６０号阿波市過疎地域持続的発展計画の策定につきましては、特別措置法

第８条第１項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６１号土地の売払いにつきましては、地方自治法第９６条第１項第８号及

び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より、議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第６２号阿波市道路線の認定につきましては、道路法第８条第２項の規定に

より路線の認定をしたいので、提案をするものでございます。 

 次に、承認第１号専決処分の承認を求めることにつきましては、地方自治法第１７９条

第１項の規定により第５１回衆議院議員総選挙の執行経費の専決処分を行ったため、これ

を報告し、承認をお願いするものでございます。 

 最後に、報告第１号債権の放棄につきましては、住宅課及び業務課が管理する債権につ

いて、阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定に基づき市の債権を放棄しましたので、

同条第３項の規定により報告を行うものでございます。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては、この後理事等から説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同いただ

きますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（笠井安之君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、今議会に提出をさせていただいております議案第１号

令和７年度阿波市一般会計補正予算（第１０号）について補足説明をさせていただきま

す。 

 令和７年度阿波市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０億３，３６０万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３４億１，２８０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 
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 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 第３条、債務負担行為の廃止は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表地方債補正による。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 この補正予算（第１０号）につきましては、事業の実績見込みに伴う増減のほか、財源

確定による基金の調整等を行っております。 

 それでは、４ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費でございます。２款総務費の公共施設解体事業など１６事業で、繰

越明許費総額といたしまして１０億９，８９６万３，０００円を計上しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 第３表、債務負担行為補正の廃止につきましては、令和４年度から令和８年度までを期

間とする基幹系情報システム再構築事業、限度額２億４，０１５万５，０００円でござい

ます。 

 次に、第４表、地方債補正の追加につきましては、総務債２６０万円を限度額としてお

願いするものでございます。変更につきましては、総務債など８件の限度額の変更で、補

正後の限度額総額は１４億７，２４０万円でございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入予算といたしまして１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款１項市民税６，５００万円につきましては、主に市民税及び固定資産税の実績見込

みによるものでございます。 

 次に、１１款１項地方交付税９億１，５７５万２，０００円につきましては、普通交付

税の確定によるものでございます。 

 次に、１５款２項国庫補助金２，６８７万６，０００円の減額につきましては、主に物

価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の実績見込みによるものでございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ２１款４項雑入１億４９９万８，０００円につきましては、主に中央広域環境施設組合

周辺対策事業負担金でございます。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ２２款１項市債８，９００万円の減額につきましては、実績見込みによるものでござい
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ます。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費１億２，４６３万１，０００円の減額につきましては、主に定額減

税補足給付金事業の実績見込みによるものでございます。 

 次に、２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 ４款２項清掃費４，７６９万円につきましては、主に中央広域環境施設組合周辺対策事

業に係る中央広域環境施設組合負担金でございます。 

 次に、２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 ９款１項消防費２，８２３万９，０００円につきましては、国の補正予算に対応した避

難所環境改善事業によるものでございます。 

 次に、１０款１項教育総務費２，７３２万３，０００円の減額につきましては、学校教

育施設等整備事業の実績見込みによるものでございます。 

 次に、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 １３款２項基金費１０億２，４１２万９，０００円につきましては、主に財政調整基金

積立金及び減債基金積立金でございます。 

 最後に、３３ページをお願いいたします。 

 この調書につきましては、５ページの地方債補正の追加及び変更に基づき調製をしたも

ので、表の右下、当該年度末現在高見込額の合計額は１６３億８，４９９万２，０００円

でございます。 

 以上、議案第１号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） 続きまして、議案第２号について補足説明をさせていただき

ます。 

 議案第２号令和７年度阿波市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，６０２万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億５，５４０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該各区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、年度末を控え、実績見込み等により増額予算の調製を

行うものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算について説明させていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算といたしまして、左のページ、２行目、１款１項後期高齢者医療保険

料、補正額１，１７５万２，０００円の追加につきましては、被保険者数が増加したこと

により、特別徴収保険料が増額する見込みとなったことによるものでございます。 

 続いて上から５行目、５款１項繰越金、補正額１，４２７万円の追加につきましては、

前年度繰越金でございます。 

 続きまして、歳出予算について説明させていただきます。 

 １２、１３ページをお願いいたします。 

 左のページ、２行目、２款１項後期高齢者医療広域連合納付金、補正額２，６０２万

２，０００円の追加につきましては、広域連合へ納付する保険料が増額する見込みとなっ

たことによるものでございます。 

 以上、議案第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） それでは、議案第３号について補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第３号令和７年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，６７０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億８，０４０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、介護サービス利用者の増加などに伴い、施設介護サー

ビス給付費を増額補正しているほか、年度末を控え、実績見込み等により予算調製を行う
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ものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明させていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳入予算といたしまして、上から２行目、３款１項国庫負担金、補正額１，０３０万

６，０００円の追加から中段から下の８款１項一般会計繰入金、補正額８９５万円までの

追加につきましては、保険給付費が増加したことに伴い、財源である国庫支出金などを追

加するものでございます。 

 次に、３行下、８款２項基金繰入金、補正額６，０００万円の減額につきましては、財

源の見込みが立ったことから、繰入れを取りやめるものでございます。 

 次に、一番下の行、９款繰越金、補正額は８，４９９万７，０００円の追加で、前年度

繰越金でございます。 

 １４、１５ページをお願いします。 

 歳出予算といたしまして、中段、２款１項介護サービス等諸費、補正額５，８００万円

の追加につきましては、５目施設介護サービス給付費及び９目居宅介護サービス計画給付

費のサービス利用者などが増加したことによるものでございます。 

 １６ページ、１７ページをお願いします。 

 下から４行目、７款諸支出金、補正額１２５万円の追加につきましては、前年度一部事

務組合負担金の精算に伴う返還金を一般会計へ繰り出すものでございます。 

 以上、議案第３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第４号及び議案第５号について補足説明をさせて

いただきます。 

 初めに、議案第４号令和８年度阿波市一般会計予算について。 

 令和８年度阿波市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０８億２，０００万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 
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 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、３０億円と定める。 

 第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和８年度当初予算編成に当たりましては、子育て支援や農業の振興、防災・減災対策

など各種施策に取り組み、その結果、令和８年度当初予算案の予算規模につきましては、

２０８億２，０００万円で、対前年度比８億６，９００万円、率にして４．４％の増とな

っております。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為につきましては、令和９年度から令和１０年度までを期間とする基

幹相談支援センター委託料として３，３０１万１，０００円を限度額としてお願いするも

のでございます。 

 次に、第３表地方債につきましては、総務債、過疎地域持続的発展特別事業債など１３

件で限度額の合計は１０億７，１３０万円でございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明をさせていただきます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。 

 初めに、１款市税につきましては、３４億９，０６４万円で、対前年度比１億４，１７

４万円、率にして４．２％の増でございます。 

 市民税につきましては、景気の緩やかな回復に伴う企業収益の増加や賃上げによる所得

の増加などにより、個人、法人税は約７，５００万円の増収を見込んでおります。 

 固定資産税につきましては、太陽光発電等の新規設置や工場等新増設による設備投資な

どが増加したことにより、約７，１００万円の増収を見込んでおります。 

 次に、１１款地方交付税につきましては、６７億４，０００万円で、対前年度比５，０

００万円、率にして０．７％の増でございます。内訳といたしまして、普通交付税を６３
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億４，０００万円、特別交付税を４億円見込んでおります。 

 次に、１５款国庫支出金につきましては、２９億４，０３３万３，０００円で、対前年

度比３億１，４３５万６，０００円、率にして１２．０％の増でございます。主に障害者

自立支援給付費負担金や物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増によるものでござ

います。 

 次に、１６款県支出金につきましては、１６億４，０５５万１，０００円で、対前年度

比２，１０６万４，０００円、率にして１．３％の減でございます。主に学校情報機器整

備費補助金や参議院選挙費委託金の減によるものでございます。 

 次に、１９款繰入金につきましては、２５億３，６２１万５，０００円で、対前年度比

８，６６７万１，０００円、率にして３．５％の増でございます。主に財政調整基金や減

債基金を取り崩し、財源に充当するものでございます。 

 次に、２２款市債につきましては、１０億７，１３０万円で、対前年度比１億７，０３

０万円、率にして１８．９％の増でございます。主に学校教育施設等整備事業債の大幅な

増によるものでございます。 

 次に、歳出の主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

 ５２ページ、５３ページをお願いいたします。 

 ２款１項総務管理費につきましては、２２億７，７８０万６，０００円で、対前年度比

７，０７１万９，０００円、率にして３．０％の減でございます。主に吉野コミュニティ

センター大規模改修事業の減によるものでございます。 

 次に、８０ページ、８１ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費につきましては、２７億１，８２４万７，０００円で、対前年度比

１億２１６万８，０００円、率にして３．９％の増でございます。主に障害者自立支援給

付費や障害児給付費の増によるものでございます。 

 次に、８８ページ、８９ページをお願いいたします。 

 ３款２項老人福祉費につきましては、１９億９，７６５万６，０００円で、対前年度比

８，９３１万５，０００円、率にして４．７％の増でございます。主に阿北特別養護老人

ホーム組合負担金によるものでございます。 

 次に、１１６ページ、１１７ページをお願いいたします。 

 ４款２項清掃費につきましては、１７億９９５万７，０００円で、対前年度比１億５，

３０９万７，０００円、率にして９．８％の増でございます。主に中央広域環境施設組合
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負担金の増によるものでございます。 

 次に、１２６ページ、１２７ページをお願いいたします。 

 ６款２項農地費につきましては、４億３，６５５万９，０００円で、対前年度比１億

６，６７８万８，０００円、率にして６１．８％の増でございます。主に吉野川下流域地

区国営総合農地防災事業負担金によるものでございます。 

 次に、１３２ページ、１３３ページをお願いいたします。 

 ７款１項商工費につきましては、６億３６１万５，０００円で、対前年度比４億４，７

３６万９，０００円、率にして２８６．３％の増でございます。主に生活応援券事業及び

土柱休養村センター跡地利活用事業に係るものでございます。 

 次に、１４０ページ、１４１ページをお願いいたします。 

 ８款２項道路橋りょう費につきましては、４億７，６４８万６，０００円で、対前年度

比３億５，５３１万３，０００円、率にして４２．７％の減でございます。主にスマート

インターチェンジ整備の事業費の減によるものでございます。 

 次に、１５２ページ、１５３ページをお願いいたします。 

 １０款１項教育総務費につきましては、９億８，６９１万５，０００円で、対前年度比

２億１６７万６，０００円、率にして２５．７％の増でございます。主に中学校屋内運動

場空調機器設置事業の増によるものでございます。 

 次に、１８２ページ、１８３ページをお願いいたします。 

 １０款６項保健体育費につきましては、２億７，７３２万６，０００円で、対前年度比

１億３，７１４万９，０００円、率にして９７．８％の増でございます。主に市場体育館

大規模改修事業の増によるものでございます。 

 次に、１８８ページ、１８９ページをお願いいたします。 

 １２款１項公債費につきましては、２１億２８０万２，０００円で、対前年度比５，５

５０万５，０００円、率にして２．６％の減でございます。主な要因として、平成２２年

度に行った基金造成の際、借入れを行った合併特例事業債の償還の終了によるものでござ

います。 

 次に、１９８ページ、１９９ページをお願いいたします。 

 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額

の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書を記載しております。 

 最後に、２００ページをお願いいたします。 
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 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書で、表の右下、当該年度末現在高見込額の合計額は１５４億６，９６７

万２，０００円でございます。 

 以上、議案第４号についての補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第５号令和８年度阿波市御所財産区特別会計予算について補足説明を

させていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和８年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１，７５３万７，０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 それでは、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で、主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款財産収入につきましては、前年度と同額の３０１万６，０００円で、土地の貸付収

入でございます。 

 次に、２款繰越金につきましては、１，４５２万円で、対前年度比４万円の増でござい

ます。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 １款管理費５２３万７，０００円につきましては、管理会の事務経費で対前年度比４万

円の増となっております。 

 次に、２款事業費１，０３０万円につきましては、山林維持管理委託料や環境林整備事

業負担金などでございます。 

 以上、議案第５号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いた
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だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 補足説明の途中ですが、暫時休憩いたします。 

午前１１時００分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（笠井安之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 稲井市民部長。 

○市民部長（稲井誠司君） 続きまして、議案第６号から議案第８号について一括して補

足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第６号について補足説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 議案第６号令和８年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２億６，５９０万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、２億円と定める。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和８年度の国民健康保険特別会計予算総額につきましては、対前年度比８，６８７万

２，０００円の減額となっておりますが、主な要因といたしましては、被保険者数の減少

見込みに伴い、療養給付費等が減額する見込みとなったことによるものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものにつきましてご説明をさせていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算の主なものといたしましては、左のページ上から２行目の１款１項国

民健康保険税が本年度予算額６億１，４６５万１，０００円で、対前年度比３２６万３，

０００円の増額でございまして、従前の保険税としては被保険者数の減少等に伴い、減額
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を見込んでおりますが、国の制度改正により、令和８年度から新たに子ども子育て支援金

分が創設されたことにより増額となっております。 

 次に、１２、１３ページをお願いいたします。 

 左のページ中段、４款１項県負担金・補助金が本年度予算額３１億５，２１９万５，０

００円、対前年度比７，４４２万１，０００円の減額につきましては、療養給付費等が減

額する見込みとなったことによるものでございます。 

 続いて、左のページ下から２行目、７款１項一般会計繰入金が本年度予算額４億３，７

７６万９，０００円、対前年度比８３７万３，０００円の減額につきましては、主に保険

税軽減者数の減少によるものでございます。 

 以上、歳入予算の説明とさせていただきます。 

 続きまして、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １８、１９ページをお願いいたします。 

 歳出予算の主なものといたしましては、左のページ２行目、１款１項総務管理費が本年

度予算額１億１，５８２万６，０００円、対前年度比１，６１６万２，０００円の増額に

つきましては、主に人件費の増額によるものでございます。 

 次に、２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 左のページ中段、２款保険給付費が本年度予算額３０億８，７０５万９，０００円で、

対前年度比９，６０４万７，０００円の減額及び次の２２、２３ページをお願いいたしま

す。 

 左のページ下から４行目、３款国民健康保険事業費納付金が本年度予算額１０億２７２

万１，０００円で、対前年度比８９５万５，０００円の減額につきましては、いずれも療

養給付費等が減額する見込みとなったことによるものでございます。 

 次に、２４、２５ページをお願いいたします。 

 左のページ中段、５款保健事業費が本年度予算額５，１４６万６，０００円、対前年度

比１４５万８，０００円の増額で、この予算につきましては、被保険者の疾病予防と医療

費の適正化につなげるため、保健指導や人間ドック、特定健康診査などを実施するための

ものでございます。 

 以上で議案第６号の補足説明とさせていただきます。 

 続いて、議案第７号をお願いいたします。 

 議案第７号令和８年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに
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よる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億２，１３０万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和８年度の後期高齢者医療特別会計予算総額につきましては、対前年度比９，１９２

万２，０００円の増額となっておりますが、主な要因といたしましては、被保険者数の増

加見込み等によるものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものにつきましてご説明をさせていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算の主なものといたしまして、左のページ上から２行目、１款１項後期

高齢者医療保険料が本年度予算額４億９，６０９万３，０００円で、対前年度比７，４８

４万８，０００円の増額でございまして、主な要因といたしましては、被保険者数の増加

及び保険料率の改定等によるものでございます。 

 続いて、左のページ中段から少し下、４款１項一般会計繰入金が本年度予算額２億１，

９６６万６，０００円、対前年度比１，７０８万５，０００円の増額につきましては、主

に保険料軽減者数の増加によるものでございます。 

 以上、歳入予算の説明とさせていただきます。 

 続いて、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 歳出予算の主なものといたしまして、左のページ２行目、２款１項後期高齢者医療広域

連合納付金が今年度予算額７億１，５７６万円、対前年度比９，１９３万３，０００円の

増額につきましては、広域連合に納付する保険料等の増額によるものでございます。 

 以上で議案第７号の補足説明とさせていただきます。 

 続いて、議案第８号をお願いいたします。 

 議案第８号令和８年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７１万４，０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 
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 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについてご説明をさせていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算の主なものといたしましては、左のページ上から２行目の１款１項県

補助金が本年度予算額１２７万５，０００円、前年度と同額でございまして特定助成事業

補助金でございます。 

 続いて、左のページ上から５行目、２款１項貸付金元利収入が本年度予算額２９万２，

０００円、対前年度比１万円の減額としております。 

 以上、歳入予算の説明とさせていただきます。 

 続いて、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 歳出予算といたしましては、左のページ２行目、１款１項償還事務費が本年度予算額１

７１万４，０００円、対前年度比１万円の減額で、主なものといたしまして、弁護士業務

委託料１６０万円などでございます。 

 以上、議案第６号から議案第８号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛

同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） それでは、議案第９号について補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第９号令和８年度阿波市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６億８，７００万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、２億円と定める。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 第２号、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で
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のこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和８年度の介護保険特別会計予算総額につきましては、対前年度比１億１，６００万

円の増額となっておりますが、主な要因といたしましては、介護報酬の増額改定や介護サ

ービス利用者の増加などに伴い、施設介護サービス給付費が増額したことによるものでご

ざいます。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものにつきましてご説明させていただきます。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入予算といたしましては、左のページ一番上の行、１款介護保険料が本年度

予算額８億３，５４３万４，０００円、対前年度比１８８万２，０００円の減額でござい

ます。 

 次に、左のページ下から４行目の３款１項国庫負担金が本年度予算額７億８，４７８万

４，０００円で、対前年度比１，６６１万円の増額。 

 続いて、１２ページ、１３ページをお願いします。 

 左のページ中段の４款支払基金交付金が本年度予算額１１億９，１５６万８，０００

円、対前年度比２，６４３万３，０００円の増額。 

 次に、その５行下、５款１項県負担金が本年度予算額６億２，６６９万４，０００円、

対前年度比１，５８９万円の増額で、これらはいずれも施設介護サービス給付費のサービ

ス利用者の増加等による増額でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いします。 

 左のページ上から４行目、８款繰入金が本年度予算額８億９，２８０万６，０００円、

対前年度比４，２８０万１，０００円の増額で、主な増額要因といたしましては、保険給

付費が増加見込みとなることから、介護給付費準備基金８，４００万円を繰り入れること

によるものでございます。 

 続きまして、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １８ページ、１９ページをお願いします。 

 歳出予算の主なものといたしましては、左のページ上から２行目、１款１項総務管理費

が本年度予算額９，７１６万円、対前年度比２，１５８万８，０００円の増額で、主な増

額要因につきましては、税制改正や介護保険法改正に対応するための介護保険システム改

修経費によるものでございます。 
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 ２０ページ、２１ページをお願いします。 

 左のページ下から２行目、２款１項介護サービス等諸費が本年度予算額３９億８，１０

０万円、対前年度比８，２７０万円の増額で、主な増額要因につきましては、介護サービ

ス利用者の増加などに伴い、施設介護サービス給付費が増加したことによるものでござい

ます。 

 ２２、２３ページをお願いします。 

 左のページ下から２行目、２款２項介護予防サービス等諸費が本年度予算額１億８００

万円、対前年度比１，０４０万円の増額で、主な増額要因につきましては、サービス利用

者の増加などにより、地域密着型介護予防サービス給付費が増加したことによるものでご

ざいます。 

 以上、議案第９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 吉岡水道部長。 

○水道部長（吉岡 宏君） 続きまして、議案第１０号及び議案第１１号について補足説

明をさせていただきます。 

 初めに、議案第１０号令和８年度阿波市水道事業会計予算について補足説明をさせてい

ただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、令和８年度阿波市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

 １、給水戸数１万４，１６０戸、２、年間総給水量４５１万５，０００立方メートル、

３、１日平均給水量１万２，３６９立方メートル、４、主要な建設改良事業、基本計画に

基づく事業１億２，３００万円、老朽管布設替事業３，８３０万円としております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 初めに、収入でございます。 

 第１款水道事業収益６億８，４１３万６，０００円。内訳の主なものとして、第１項営

業収益５億４，０９０万８，０００円、第２項営業外収益１億４，３２２万６，０００円

としております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款水道事業費用６億８，２８１万１，０００円。内訳の主なものとして、第１項営
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業費用６億３，９７１万９，０００円、第２項営業外費用４，１５９万１，０００円とし

ております。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 初めに、収入でございます。 

 第１款資本的収入１億６，４５８万１，０００円。内訳の主なものとして、第１項工事

負担金３２７万９，０００円、第３項企業債１億６，１３０万円としております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款資本的支出３億２，３４１万６，０００円。内訳の主なものとして、第１項建設

改良費２億１，５２１万５，０００円、第２項企業債償還金１億７２０万円としておりま

す。 

 上の第４条、括弧書きに戻っていただき、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額１億５，８８３万５，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１，６９４万３，０００円、当年度分損益勘定留保資金１億４，１８９万２，０００円で

補填するものとしております。 

 次に、右のページ。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 上水道建設改良事業について、限度額１億６，１３０万円としております。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用は、営業費用、営業外費用及び特別損失の

間の流用を可としております。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費９，２３

０万８，０００円としております。 

 第８条、営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億１，４６８万

５，０００円としております。 

 第９条、たな卸資産の購入限度額は１，９９１万２，０００円と定めております。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和８年度当初予算編成については、安全・安心のまちづくりの実現に向け、上水道基

本計画に基づき重要管路の更新及び耐震化等を行うための予算編成としております。 

 以上、議案第１０号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号令和８年度阿波市農業集落排水事業会計予算について補足説
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明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、令和８年度阿波市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

 １、排水戸数６００戸、２、年間総排水量２２万立方メートル、３、１日平均排水量６

００立方メートル。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 初めに、収入でございます。 

 第１款農業集落排水事業収益１億１，１８１万６，０００円。内訳として、第１項営業

収益１，５２０万円、第２項営業外収益９，６６１万６，０００円としております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款農業集落排水事業費用１億１，０８１万６，０００円。内訳の主なものとして、

第１項営業費用１億７９６万１，０００円、第２項営業外費用２２５万５，０００円とし

ております。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 初めに、収入でございます。 

 第１款資本的収入５，６００万円。内訳として第１項負担金及び分担金１８０万円、第

２項補助金７５０万円、第３項企業債６７０万円、第４項繰入金４，０００万円としてお

ります。 

 次に、支出でございます。 

 第１款資本的支出８，７１４万２，０００円。内訳として第１項建設改良費３，２９３

万円、第２項企業債償還金５，４２１万２，０００円としております。 

 上の第４条、括弧書きに戻っていただき、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額３，１１４万２，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２７６

万３，０００円、過年度分損益勘定留保資金３９３万４，０００円及び当年度分損益勘定

留保資金２，４４４万５，０００円で補填するものとしております。 

 次に、右のページ。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 農業集落排水、建設改良事業について、限度額６７０万円としております。 
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 第６条、一時借入金の限度額は３，０００万円と定めております。 

 第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用は、営業費用、営業外費用及び特別損失の

間の流用を可としております。 

 第８条、営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億７１８万５，

０００円としております。 

 第９条、たな卸資産の購入限度額は５２８万円と定めております。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 以上、議案第１１号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第１２号及び議案第１３号について補足説明をさ

せていただきます。 

 初めに、議案第１２号阿波市職員旅費支給条例等の一部を改正する条例の制定につい

て。 

 阿波市職員旅費支給条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が公

布されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するものでございます。 

 改正する条例は３件で、第１条において阿波市職員旅費支給条例を、第２条において阿

波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例を、第３条において阿波市

実費弁償に関する条例をそれぞれ改正するものでございます。 

 主な改正内容でございますが、旅費の計算等に係る規定の簡素化や旅費の支給対象の見

直し、公費の適正な支出の額を規定するものです。 

 施行日は令和８年４月１日でございます。 

 次に、議案第１３号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が

公布されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容でございますが、通勤手当の改定で上限を６万６，４００円と規定するも
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のです。 

 施行日は令和８年４月１日でございます。 

 以上、議案第１２号及び議案第１３号についての補足説明とさせていただきます。ご審

議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 大倉健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大倉洋二君） 続きまして、議案第１４号について補足説明をさせてい

ただきます。 

 議案第１４号阿波市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて。 

 阿波市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように定める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 この条例につきましては、子ども・子育て支援法に基づき、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。 

 主な制定内容といたしましては、利用定員に関する基準をはじめとする特定乳児等通園

支援事業の運営に関する基準を定めるものでございます。 

 施行日は令和８年４月１日といたしております。 

 以上、議案第１４号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 森友建設部長。 

○建設部長（森友邦明君） 続きまして、議案第１５号について補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第１５号阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、阿波市公営住宅等長寿命化計画に基づき、市場町の香

美東団地の除却を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 改正内容といたしましては、第３条の別表１の表中、香美東団地の項を削るものでござ

います。 

 施行日は令和８年４月１日でございます。 

 以上、議案第１５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま
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すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 小松教育部長。 

○教育部長（小松 隆君） 続きまして、議案第１６号について補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第１６号阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例の一部改正に

ついて。 

 阿波市学校給食の実施及び学校給食費等の管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、国が進める学校給食費の抜本的な負担軽減について、国の

支援額を超える部分を市が支援することから、条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正内容は、第７条小学生の学校給食費の無償化の追加及びそれに伴う条例のずれ

の改正でございます。 

 施行日につきましては、令和８年４月１日といたしております。 

 以上、議案第１６号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、議案第１７号から議案第６１号までについて補足説明

をさせていただきます。 

 初めに、議案第１７号から議案第５９号までの４３件の指定管理者の指定について一括

して説明をさせていただきます。 

 議案第１７号から議案第５９号までの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 ４３施設の指定管理期間が令和８年３月３１日で終了し、それに伴う次期指定管理者の

指定を行うものでございます。 

 お配りをしておりますＡ３の参考資料、指定管理者制度導入施設一覧をご覧ください。 

 表中１行目、議案番号から右へ順に施設の名称、指定管理者住所、指定管理者名称、代

表者名、指定の期間、所管部課名となっております。 
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 ４３施設の指定の期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間でご

ざいます。 

 なお、指定管理者の選定方法につきましては、阿波市指定管理者制度運営ガイドライン

に基づき、地域密着型の施設等であることから全て非公募としております。 

 次に、議案第６０号阿波市過疎地域持続的発展計画の策定について。 

 阿波市過疎地域持続的発展計画について別紙のとおり策定したいので、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 令和４年４月１日に本市の市場区域が過疎地域に指定されたことから、当該区域の持続

的発展に向けた阿波市過疎地域持続的発展計画を策定しておりますが、令和８年３月３１

日をもって計画期間が終了することから、次期計画を策定するものです。 

 計画の期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間でございます。 

 この計画の策定により、過疎地域の自立に向け、地域活力のさらなる向上が実現できる

よう有利な財源措置を活用しながら総合的かつ計画的に各種施策を実施してまいります。 

 次に、議案第６１号土地の売払いについて。 

 土柱休養村センター（阿波土柱の湯）跡地利活用事業の実施に伴う土地の売払いについ

て。 

 地方自治法第９６条第１項第８号及び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 土地の表示につきましては、阿波市阿波町北正広２０３番２から阿波市阿波町北正広２

１６番２までの計９筆で、面積は１万２，９５６．２９平方メートルでございます。 

 売払い価格は２，９００万円、売払いの相手は徳島県阿波市阿波町北正広１８３番地、

有限会社大塚クリーンリネス、代表取締役大塚剛でございます。 

 以上、議案第１７号から議案第６１号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 森友建設部長。 

○建設部長（森友邦明君） 続きまして、議案第６２号について補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第６２号阿波市道路線の認定について。 



- 38 - 

 道路法第８条第２項の規定により、次のとおり阿波市道路線の認定について議決を求め

る。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 路線の認定につきましては、道路新設に伴い、新たに市道として管理を行う路線を認定

するものでございます。 

 今回、認定する路線は土成町の下り松２号線となっております。 

 以上、議案第６２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（笠井安之君） 坂東理事。 

○理事（坂東孝一君） それでは、承認第１号について補足説明をさせていただきます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度阿波市一般会計補正予算（第９

号）を別冊のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求

める。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第１号令和７年度阿波市一般会計補正予算（第９号）。 

 令和７年度阿波市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９４０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２３億７，９２０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和８年１月２３日専決、阿波市長。 

 この補正予算（第９号）につきましては、２月８日執行の衆議院議員総選挙に係る経費

について、専決処分をさせていただいたものでございます。 

 それでは、歳入歳出予算について説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入予算といたしまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １１款１項地方交付税１８８万円につきましては、普通交付税でございます。 

 次に、１６款３項委託金１，５３０万円につきましては、衆議院選挙費委託金でござい

ます。 



- 39 - 

 次に、２０款１項繰越金２２２万円につきましては、繰越金の未計上額分を全て計上い

たしております。 

 次に、歳出予算について説明をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 ２款４項選挙費１，９４０万円につきましては、衆議院議員総選挙費でございます。 

 以上、承認第１号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井安之君） 森友建設部長。 

○建設部長（森友邦明君） 次に、報告第１号について補足説明をさせていただきます。 

 報告第１号債権の放棄について。 

 阿波市債権管理条例第１７条第１項の規定により、市の債権について下記のとおり放棄

したので、同条第３項の規定により報告する。 

 令和８年２月２日提出、阿波市長。 

 建設部住宅課から、市営住宅の家賃などの放棄した債権について報告させていただきま

す。 

 今回報告させていただく債権放棄の理由として、条例第１７条第１項第１号該当につい

ては、未納者である債務者が市営住宅から既に退去しており、当該債権者について消滅時

効の５年が完成し、かつ債務者が援用をする見込みがあるため。また、第７号該当につい

ては、当該債権者について消滅時効の５年が完成し、債務者が生活保護法の規定による保

護を受け、またこれに準ずる状態にあり、かつ資力の回復が困難で、当該債権について履

行の見込みがないと認められるため。また、第８号の該当については、強制執行等または

債権の申出等の措置をとった場合において、完全に履行されなかった当該債権について債

務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認

められるため。 

 以上、各号の理由に該当すると判断し、放棄するものでございます。 

 住宅家賃及び共益費のうち、放棄した債権者の延べ人数は１６名で、債権の金額は１２

４万９００円でございます。 

 また、損害賠償額及び遅延金については１名で、債権の金額は１，４７３万３，４９９

円となっています。 

 なお、本年度１月８日に開催いたしました債権処理審査委員会において、放棄の理由な
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どを慎重に審議していただいております。 

 今後におきましても、公営住宅の家賃などの徴収につきましては、債権管理条例及び債

権管理マニュアルに基づき、債権の適正な管理、迅速な回収に努めてまいりますので、ご

理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、報告第１号債権放棄について、建設部住宅課所管部分の補足説明とさせていただ

きます。 

○議長（笠井安之君） 吉岡水道部長。 

○水道部長（吉岡 宏君） 引き続きまして、報告第１号債権の放棄について、水道部所

管部分の補足説明をさせていただきます。 

 水道部業務課からは、水道使用料の債権について報告をさせていただきます。 

 今回、報告させていただく債権放棄の理由として、条例第１７条第１項第１号該当につ

いては、当該債権につき消滅時効の２年が完成し、かつ債務者がその援用をする見込みが

あるときに該当すると判断し、放棄するものでございます。 

 水道使用料における債務者の人数は７人、放棄した債権の金額は２万７，１５０円でご

ざいます。 

 なお、債権の放棄については、建設部同様、１月８日開催の債権処理審査委員会におい

て、放棄の理由などを慎重に審議していただいております。 

 今後とも、水道使用料の徴収につきましても、債権管理条例及び債権管理マニュアルに

基づき、債権の適正な管理、迅速な回収に努めてまいりますので、ご理解いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

 以上、報告第１号債権の放棄について、水道部業務課所管部分の補足説明とさせていた

だきます。 

○議長（笠井安之君） 以上で補足説明が終わりました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、２月１３日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

午前１１時５４分 散会 


